
大丸自治会館使用規則 

 

（目的） 

第１条 大丸自治会館（以下「会館」とする）は、会員相互の親睦及び文化的向上を図る場

とし、その使用方法その他必要な事項はこの規則の定めるところによる。 

 

（使用） 

第２条 会館は、会員が気楽にかつ、公平に利用できることを旨とし、次に掲げる事項のた

めに利用することができる。 

（１）自治会活動に関する集会・会合 

（２）自治会が支援する団体が主催する集会・会合 

（３）会員の福祉・厚生・親睦・文化的向上を目的とする集会・会合 

（４）会員の冠婚葬祭に関わる会合 

（５）その他、自治会長または自治会が使用を許可した場合 

 

（使用の禁止） 

第３条 会館は、次に該当する場合は使用することができない。 

（１）使用者が会員であっても物品販売などの営利を目的とする場合 

（２）申込者と使用者が異なる場合 

（３）そのた自治会が不当と認めた場合 

 

（開館時間） 

第４条 会館の利用時間は、原則として午前９時から午後９時までとする。但し、自治会が

利用を許可した場合は、その限りでない。 

 

（自治会館管理責任者の任命） 

第５条 自治会館の管理運営にあたっては、自治会館管理責任者が行うこととする。自治会

館管理責任者は、自治会総会の指名によって、任命される。 

 

（使用申込みと許可） 

第６条 会館の申し込みは、所定の申込書に必要事項を記入し、自治会館管理責任者へ申し

込み許可を得ること。但し、定期的な使用（有効３ケ月）については、前もって自

治会の許可を得ることとする。 

なお、定期的な使用許可については、自治会などの都合により使用許可を一時的に

取り消す場合がある。 

 

（自治会館の鍵の運用） 

第７条 自治会館の鍵は、自治会館管理責任者、自治会長が責任をもって管理する。 



（使用の取り消し）  

第８条 自治会は、下記の理由により使用許可を取り消すことができる。 

（１）施設の管理上必要があるとき、または使用者が指示に従わない場合 

（２）特別な理由によりその必要があると認められる場合 

 

（使用者の心得） 

第９条 使用者は、次の事項を順守しなければならない。 

（１）近隣に迷惑をかけないよう雑音・駐車などに注意すること 

（２）火気に十分注意すること 

（３）使用時間内に清掃・後片づけを行い、ゴミは各自持ち帰ること 

（４）会館内は、全面禁煙とすること 

（５）会館使用後は、直ちに日誌に必要事項を記入し、鍵と共に自治会館管理者へ返納

すること 

（６）会館施設及び備品を故意または重大な過失により、破損もしくは紛失したときは、

使用責任者が弁償すること 

（７）使用時間を厳守すること 

 

（使用料） 

第１０条 会館の使用者は、速やかに下記の使用料を自治会管理責任者へ支払うこと。 

（１）会館の使用料は、１時間当たり 1.000円とする 

（２）一日使用する際の上限は 5.000円とする 

（３）葬儀を執り行う場合は、お清め料として、別途 10.000円を加算する 

（４）自治会または自治会が支援する団体（子供会など）が主催する集会・会合は無料

とする 

 

（損害賠償） 

第１１条会館使用者の過失による自治会館の破損等については責任を持って現状に回復す

ることとする。 

 

（免責） 

第１２条 これら規定により会館使用者に生じた損害について、自治会は一切責任を負わな

い。 

 

（委任）  

第１２条この規定に定めるもののほか、必要な事項は自治会で定める。 

 

附則 

この規定は、平成 16年 7月 10日から施行する。 


